
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

〃

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

○

〃

〃

【

】

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

岡

山

県

指

教

育

委

員

会

定

重

要

無

形

文

化

財

の

指

定

及

び

保

持

者

の

認

定

の

解

除

岡

山

県

公

報

令和６年８月１６日 第１２６２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
六
年
八
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

井

原

市

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
美
星

令
和
六
年

一
〇:

三
〇
～

支
店

十
月

一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

西
部
い
こ
い
の
里

〃

二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
井
原

〃

〃

一
三:

三
〇
～

北
支
店
青
野
店
舗

一
五:

〇
〇

井
原
市
芳
井
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
井
原

〃

四
日

一
〇:

三
〇
～

東
支
店

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:
三
〇
～

一
五:

〇
〇

井
原
市
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

〃

七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:
〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



津

山

市

道
の
駅
久
米
の
里

〃

二
十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
八
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
豊
永
赤
馬
字
大
谷
一
二
三
の
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
一
二
三
の
一
一
、

。
）

一
二
三
の
一
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
庁
及
び
新
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

「

る

）
。

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
二
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
美
作
―
十

九 登 
 

録 

番 
 

号 

株
式
会
社
真

庭
技
建 

 

 

氏

名

又

は 

名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

真
庭
市
勝
山
一
三
二
五 

住 
 

 
 

 
 

 

所 

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内

容 

株
式
会
社
真

庭
技
建
住
所

地
に
同
じ 

事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
三
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
美
作
―
十

六 登 
 

録 

番 
 

号 

株
式
会
社
美

作
マ
テ
リ
ア 

ル 

 

氏

名

又

は 

名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

美
作
市
福
本
六
五
六
―
二 

住 
 

 
 

 
 

 

所 

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内

容 

英
田
フ
ァ
ー

ム 美
作
市
中
川

五
五
二 

事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
作
成
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
同

年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
五
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
〇
七
〇
号 

令
和
六
年
八
月
二
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
二
七
一
番

一
、
二
七
一
番
三
、
二
七
三
番
六 

道

路

の

位

置 

五
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

三
四
・
九
三  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
中
央
六
丁
目
二
五
番
一
二
四
、
真
壁
字
烏
田
三
八
七
番
二
、
三
八
七
番
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
真
壁
四
二
二
番
地
一 

堀
川 

幹
夫 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
四
号 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
河
本
字
砂
田
四
一
五
番
八
、
四
一
五
番
九 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

赤
磐
市
山
陽
四
丁
目
七
番
一
七
号 

苅
田 

知
明 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
四
月
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
六
号 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
富
原
字
近
政
三
八
一
番
一
〇 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
真
壁
一
四
〇
三
番
地
プ
ラ
テ
ィ
ー
ヌ
総
社
Ａ
二
〇
五 

清
水 

久
司 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
六
号 

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
二
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
六
年
八
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

警
察
本
部
庁
舎
等
清
掃
業
務
委
託

二

契
約
期
間

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

日
東
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ル
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
岡
山
支
店

岡
山
市
北
区
本
町
二
番
五
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
二

四
二
八

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

九
四
八

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
六
年
六
月
四
日

令和６年８月１６日　岡山県公報　第１２６２６号



〔
四
三
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
六
年
八
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

留
置
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務

二

契
約
期
間

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
留
置
管
理
課

岡
山
市
北
区
伊
福
町
一
丁
目
九
番
一
八
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
コ
ア

中
四
国
カ
ン
パ
ニ
ー

広
島
県
広
島
市
西
区
草
津
新
町
一
丁
目
二
一
番
三
五
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
〇

二
五
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

七
五
〇

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
六
年
六
月
十
四
日
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
、
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
保
持
者
の
認
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

岡 

山 

県 

教 

育 

委 

員 

会 
 

 
 

一 

指

定

番

号 

無
第
五
二
号 

二 

指

定

年

月

日 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

三 

種 
 

 
 

別 
重
要
無
形
文
化
財 

四 

名 
 

 
 

称 
手
漉
和
紙
（
三
椏
紙
） 

五 

保
持
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日 

津
山
市
上
横
野 

上
田 

繁
男 

昭
和
十
七
年
六
月
一
日
生 

六 

解
除
年
月
日
及
び
理
由 

令
和
六
年
三
月
十
八
日 
保
持
者
死
亡
の
た
め 
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